
その他必要に応じてする手続き

実用新案

登録出願

※実用新案権を取得したい考案を特定するために必要な書類（願

書、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書）を提出しま

す。

※出願時に登録料（１-３年分）を払う必要があります。

庁　費　用　：　出願料　\14,000

　　　　　　　  登録料　\6,600～

弊所 費用   ：　\280,000～　

（弊所費用は、独立請求項 2、頁数 8、図面\20,000

の場合です。この費用は、考案の内容によって変動し

ます。）

基礎的要件

の審査
補正命令

補正書提出
※出願から設定登録までは、３～５ヵ月が目安です。

※実用新案権は、登録料を払うことにより出願日から最大１０年間

存続します。

設定登録

登録実用新案

公報の発行

※出願すると、出願対象が物品の構造等

に係るものか等の簡単な基礎的要件が審

査されます。

※基礎的要件に違反しているとき、方式に

違反しているときは、補正命令が発せられ

ます。

登録までの概算　：　\263,100～

4年目以降の登録料

毎年、以下の料金を納付

庁 費 用

4～６年 ：　\6,400 + 請求項数 x 300

7～１０年 ：　\18,100 + 請求項数 x 900

弊所 費用 ：　\20,000

実用新案技術

評価請求

技術評価書の

作成

注　細枠：特許庁側での処理です。

　　太枠：出願人が特許庁に対して行う手続きです。

          出願人が特許庁に対して行う手続きには費用が発生します。庁費用は改定されることがあります。

訂正請求
特許出願への

変更

※出願日から３年以内であれば、登録後で

も実用新案権を放棄して、特許出願へ変更

することができます。

※実用新案技術評価請求をしたときは、特

許出願へ変更できなくなります。

※実用新案技術評価請求は、出願日以降、

誰でも請求できます。登録されても、本当

に登録に値するものかどうか審査していな

いので、登録実用新案の模倣者に対して権

利行使をするときは、技術評価書を提示し

なければなりません。

※登録後、実用新案登録請求の範囲、明細

書や図面について、これらの訂正を請求す

ることができます。

※訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮

等、限られた範囲で１回のみ可能です。た

だし、請求項の削除の場合は、回数制限は

ありません。

庁費用：\42,000 + 請求項数 x 1,000

弊所費用:　\15,000 + 頁数 x 7,500

実用新案権を取得するまでの手続の流れ（概略）と費用の概算

※　費用の詳しい内容は別紙料金表をご参照下さい。
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